
 

中央市教育委員会 

中央市では、中央市就学援助費支給要綱に基づき、経済的理由により就学困難と認め

られる児童生徒の保護者の方を対象に、就学に必要な費用の援助をおこなっています。 

１．援助の対象となる世帯                                                 

１）要保護世帯 

生活保護を受けている世帯 

２）準要保護世帯 

生活保護世帯に準ずる程度に経済的に困窮している下記のいずれかに該当する世帯 

① 前年度または当該年度に生活保護が停止または廃止されている 

② 世帯全員の市町村民税が非課税となっている 

③ 世帯員が市町村民税、固定資産税、個人事業税の減免を受けている 

④ 国民年金の保険料が免除、国民健康保険税が減免又は猶予されている 

⑤ 児童扶養手当の支給を受けている 

⑥ 生活福祉貸付金の貸付けを受けている 

⑦ その他（①～⑥に該当しないが、上記に準ずる程度に困窮している） 

 

  ※保護者の住所や、児童生徒の在籍校により、援助対象費目が異なります。 

詳細は中央市教育委員会 教育総務課 学校教育担当 までお問い合わせください。 

２．援助の内容                                                          

  援助対象項目および支給額（年額） 

支給対象区分 
要 保 護 準 要 保 護 

小中学校 小学校 中学校 

学用品費（第１学年） 生活保護費より １２,６１０円 ２３,８８０円 

学用品費（第１学年以外） 生活保護費より １４,７８０円 ２６,０５０円 

校外活動費（宿泊を伴うもの） 生活保護費より ５,０００円 ５,０００円 

新入学児童生徒学用品費 

（第１学年） 
生活保護費より １９,９００円 ２２,９００円 

修学旅行費 実費額 実費額 実費額 

学校給食費（１１ヶ月分） 生活保護費より 実費額※１ 実費額※１ 

医療費 生活保護費より 
医療費の 

自己負担分 

医療費の 

自己負担分 

※１ 令和８年度の学校給食費は保護者の住所や児童生徒の在籍校により支給の有無が 

異なります。 

※裏面もご覧ください 

就学援助制度のお知らせ 



３．申請方法                                                              

１）提出書類  ※児童生徒が中央市外の公立小中学校に通学されている方は、 

ホームページ掲載の様式をダウンロード・印刷していただくか、 

中央市教育委員会まで申請書を受け取りに来庁ください。 

  ①中央市就学援助支給申請書 

  ②申請理由を証明する書類（申請書裏面の申請理由に該当する書類の添付） 

      ※単身赴任・別居の保護者・同一住所の別世帯を含む 

   ③振込口座の情報がわかるもの（通帳の見開き、キャッシュカード表面、通帳レス口座の

場合は申込書控等）のコピー ※振込口座は保護者の口座 

※提出書類に不備がある場合は審査ができず、再提出となることがあります。 

記入内容や押印に漏れがないか、必要書類が添付されているか確認をお願いします。 

２）提出先・提出期限 

提出先：中央市教育委員会 教育総務課 学校教育担当（本庁舎 南館 2 階） 

提出期限：①第１回・第 2 回審査にかかる申請分…令和 8 年 6月５日（金） 

② ①以降の申請分…随時 

 

※児童生徒が別々の学校（小学校と中学校）・学年に在籍する場合は、それぞれの児童 

生徒ごとに提出が必要です。 

４．申請以降の流れ                            

 □第１回審査（教育委員会）・・・令和８年７月上旬 

 □第２回審査（教育委員会）・・・令和８年８月上旬 

   第１回・第２回審査会で認定となった世帯は４月から該当となります。ただし、状況に 

よっては４月から支給とならない場合があります。それ以降の申請は随時受け付けますが、 

援助費の支給は申請月（認定月）以降の支給となりますのでご了承ください。 

 □審査後、郵送で認定結果を通知します。援助費の支給は年３回を予定しています。 

□認定に必要な調査について 

  教育委員会で就学援助の認定及び支給に係る事務に必要な調査をします。 

※住民情報、収入状況、課税状況等の確認のため、教育委員会が住民基本台帳、課税台帳

等の関係書類の閲覧・調査をすることをご了承ください。 

※家庭状況の確認のため、地域の民生委員に意見を求めることがあります。その場合は 

申請者の自宅を訪問することがありますのでご了承ください。 

５．注意事項                                                             

１）認定審査は年度ごとに行うため、前年度に認定されている場合でも引き続き援助を希望 

する場合は申請が必要です。 

２）年度途中でも申請は随時受け付けています。ただし、認定された場合の援助費の支給は申

請月（認定月）以降の支給となります。 

３）経済的困窮の理由として、住宅や車の支払い（ローン）等の借金返済は認められません。 

４）就学援助申請後に転居や家族構成に変更等あった場合は、教育委員会までご連絡ください。 

５）年度途中で中央市外へ転出された場合、新しい住所地で再度就学援助の申請が必要です。 

 就学援助制度についてのお問い合わせ先 

中央市教育委員会 教育総務課  学校教育担当   ＴＥＬ：０５５－２７４－８５２１ 


